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12.2. 時代的変遷と日本の協力 

農水産業セクターの状況に対応し、インドネシアは開発計画を策定し取り組んできた。日本の協力は、そ

の開発計画を支援してきた。日本の協力は、コメの増産を中心とした農業協力から、インドネシアの課題

に沿って、畜産分野、水産分野への協力と展開してきた。各時代で、農業分野でのインドネシアの取組

みとそれを支援する日本の協力を次表に示す。 

図表 12-5 時代区分毎の農業の状況と協力 

1960 年代 
1970 年代および
1980 年代前半 

1980 年代後半 
1990 年から 1990 年
代後半の通貨危機 

1990 年代後半の通
貨危機以降 

時代区分 
国家建設期 経済開発期 

原油価格低迷による
構造調整期 

経済危機に至るまで
の成長期 

民主化と地方分権へ
の改革期 

時
代
背
景 

- 東西冷戦 
- 緑の革命 
- スカルノ大統領か

らスハルト大統領
へ 

- 石油依存型経済
開発 

- 第一次オイルショ
ック（1973） 

- 国際収支危機
（1982） 

- 石油依存型経済
開発 

 

- プラザ合意
（1985） 

- 冷戦終結(1989) 
- 石油依存型経済

からの構造調整 

- 輸出指向の高度
成長(1997 まで) 

- アジア通貨危機
（1997） 

- スハルト大統領辞
任（1998） 

- エル・ニーニョに
よる旱魃・不作
（1998） 

- 鳥インフルエンザ
(1997) 

- 民主化 
- 地方分権 
- 世界経済危機

(2008) 

当
該
セ

ク
タ
ー

の
状
況

- 食料輸入から自給へ - 食 料 自 給 達 成
(1984) 

- 食の多様化 

- 一旦食料自給す
るも再び輸入 

- 所得格差 

- 食料輸入 
- 農家所得格差 

５
ヵ
年
計
画
等
に
み
ら
れ
る

重
点
開
発
課
題 

- コメの増産と自給 - コメの自給と作物
多様化 

- 農家所得向上 - 食料安定生産と
所得向上 

日
本
の 

取
組
方
向

- 食料増産 - 食料増産と多様
化 

- 農家の所得向上
を目標にあげた
が、コメの大量輸
入により緊急食糧
増産 

- 食糧安定供給、
所得向上。貧困
削減のプログラム
の一環 

農
水
産
業
セ
ク
タ
ー 

日
本
の
重
点

協
力
内
容 

- 農業技術協力と灌漑面積拡大 
- 第一次アンブレラ協力（1981-85）でコメ増

産のための包括的協力 

- 第二次アンブレラ
協 力 （ 1986-90 ）
で 主 要 食 料 （ コ
メ、大豆、ジャガイ
モ）増産のための
包括的協力 

- 第三次アンブレラ
協 力
（1995-2000） 

- 畜 産 ・ 水 産 へ の
協力 

- 農 水 産 業 セ ク タ
ー開発(2000) 

- 畜 産 ・ 水 産 へ の
協力 

出所：JICA 調査団 

(1) 1960 年代から 1980 年代前半（国家建設期から経済開発期） 

セクターの状況と課題：食料不足とコメ増産 

1960 年代前半、のコメ供給量は年間 80(kg/人)程度であった。この量を供給するため、相当量を輸入でま

かなっていた。農業はGDPの50%超を占める重要産業であり、雇用の70%を占めていた。1970年代には、

農業GDPの内訳は、食糧生産を主とする耕種農業が約70%を占め、畜産や水産は数%に過ぎず、農業の

中でもコメ生産が主であった。 

食料供給、特に主食であるコメの増産と自給は、国の安定を支える急務の課題であり、独立当初から一
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貫して政策の 優先に位置づけられた。1960 年代の 1 人当たりコメの供給量は年間 80(kg/人)程度で、

アジアの他の国々と比べてもかなり低い水準にあった。この量を供給するため相当量を輸入でまかなって

いた。1960 年代から 1970 年代は国の体制と開発体制の整備の時代にあたり、国家と政権の安定が特に

重要であり、食料難は国内の不安定要因の たるものであった。更に、東西冷戦の下で、政権を揺るが

しかねない共産主義の脅威もあり、食糧を国民に行き渡らせる必要があった。 

インドネシアでは、1967 年から一貫して人口増加を上回るコメの増産を達成した。コメの生産量は 1960 年

代の後半と 1970 年代の後半に急速に増加し、1984 年には自給を達成した。1967 年までは面積拡大によ

るものだったが、1968 年からは単収の増加による要因が大きく、1984 年の自給達成までこの傾向が続い

た。いわゆる緑の革命を押し進めた「集約化」の成果である。その後は単収増加と面積拡大が同じレベル

で生産増加に貢献している。1990 年代後半にエル・ニーニョ、多雨、経済危機に伴う投入材高騰などに

より輸入が続いたが、2000 年代に入り再び増加した。 

 

出所：FAO 

図表 12-6 一人当たりコメ供給量の各国比較 

出所：FAO 他 

図表 12-7 コメ生産の推移 

インドネシアの取組み 

独立後の国家成立の直後は、ナショナリズムに基づく国づくりを優先し、経済政策も発展基盤が未整備な

まま、早急な発展を目指した。経済緊急計画(1951-52)、第一次５ヵ年計画(1956-60)では鉱工業を重視し

た。この時代に農業政策は比較的軽視されていたが、デマス計画やビマス計画のようなコメ増産のプログ

ラムが始まった。 

- デマス計画（DIMAS: Mass demonstration for food、1963-）：コメの増産と配給、市場介入用の

コメの確保を目的として、種子、肥料、資金をパッケージにして農民に貸与し、これに対して現

物の返済分を、配給用や市場価格調整用にあてた。 

- ビマス計画（BIMAS: Mass guidance for food self-sufficiency, 1965/66-81）：国民銀行（BRI: 

Bank Rakyat Indonesia）からのクレジットを用い、高収量品種籾、肥料、農薬、をパッケージとし

て、農業資材公社を通じて農民に配布し、収穫後に収穫物か現金で返済する。これに政府の

農業普及員による指導を行う。必要な投入材の供給や生産物の販売は、村落協同組合

（KUD）を通して行われた。 

新政権になり 3 年後から、新たな開発５ヵ年計画（REPELITA）を発足した。 
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第一次開発５ヵ年計画（REPELITA I、1969-73）では、農業、特に食料増産が 優先課題とされた。ジャワ

島での集約化によるコメの増産に加えて外島（ジャワ島以外）、特にポテンシャルの高いスマトラ島での新

田開発が行われた。コメの増産と自給という意欲的な目標をあげ、1969-71 年にかけて主に単収の大幅

な増加により増産したが、1972 年の旱魃を機に減産し、1973 年には 160 万トンのコメを輸入した。計画期

間にコメを 24%増産し、集約化と面積拡大による食糧増産が定着した。面積拡大は特に外島にて行われ

た。クレジットがないインマス計画（1970-）も開始された。 

第二次開発５ヵ年計画（REPELITA II、1974-78）は、農業部門と原料加工業を強調していた。REPELITA 

I で残された問題として、開発成果の公正配分があげられ、雇用機会の増大、開発成果の不均衡の是正、

外島移住地の経済成長などが課題とされた。農業部門では、コメの自給、農村の雇用機会創出、農業就

業者の生産能力強化などが課題とされた。この実施手段として、ビマス計画とインマス計画の継続、国民

銀行（BRI）、村落協同組合（KUD）、地域普及員（PPL）の活用、郡（Kecamatan）単位での整備などが行

われた。コメを集める KUD から食糧調達庁（BULOG）での集荷率が低いという問題があった。この期間に

は、総合農村開発的な地域開発のアプローチが取られた。移住政策と併せてジャワ島以外でのコメの増

産を目指した。 

第三次開発５ヵ年計画（REPELITA III、1979-84）では、開発成果の公平分配、高度経済成長、社会の安

定を目標とし、主にジャワ島での集約化、外島での拡大に加え、多様化も課題とされた。国民の食料栄養

政策として、コメに対する依存度の引き下げと食料消費形態の多様化の推進がうたわれた。地域開発、

地域適応作物開発、農民組織育成、農産加工振興などが行われた。コメの増産が本格化し、特に

1979-82 年に著しい増加を示し、1984 年に自給を達成した。 

日本の協力 

食料増産というインドネシアの優先課題に沿い、日本の協力も、コメを中心とした食料増産や安定供給が

一貫して協力優先分野であり、コメの需給バランスと連動して協力が行われてきた。日本は、食料援助を

行うとともに、コメの増産と自給に向けて、農業技術開発や優良種子の導入普及などの技術協力を行い、

灌漑農地拡大や農業投入材の供与（食糧増産援助）などの資金協力により、緑の革命の推進に貢献し、

生産性向上による増産に協力してきた。 
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コメを中心とした農業協力の流れ 

技術協力による技術向上、並びに円借款を中心とする灌漑による面積拡大により、コメの増産と自給に貢献してきた。1960

年代から 1980 年代半ばまでは、コメをはじめとする食料増産への協力が中心であった。1980 年代後半からは、主要な食

糧に対するパッケージ型協力（アンブレラ協力）、1990 年代からは農家所得向上と多様化、1990 年代後半からは、食料自

給と並び所得向上への協力を行ってきた。2000 年代からはプログラム化に伴い、貧困削減の一環として東部を対象とした

ものも増えた。 

 

出所：JICA 調査団 

図表 12-8 農業分野への協力の流れ 

コメ増産のため灌漑面積拡大の協力が実施された。地域的には、1970 年代はスマトラ島と東部ジャワから始め、次第に範

囲を広げてきた。ジャワ、スマトラの穀倉地帯から、東インドネシアへも拡大している。 

1969-80 年代前半のインドネシアの政策と日本の協力は下表の通りであり、主なものをハイライトする。 

図表 12-9 1960-80 年代前半の農業政策と日本の協力 

 
時期 農業開発政策 日本の協力 

1969 年以前 コメ増産を図るためビマス計画の開始 

第一次５ヵ年計画（1969-74） 食料増産：大規模灌漑開発、ビマス計画展開、外島開発、農産品輸出

第二次５ヵ年計画（1975-79） 
コメの完全自給と他の食料増産：コメと他の作物の開発、技術普及と生

産性向上、外島開発、インマス計画の推進。 

第三次５ヵ年計画（1980-84） 
各作物の総合的な開発と地域総合開発： 

地域開発、地域適応作物開発、農民組織育成、農産加工振興 

 ジャワ島の食料増産 

 外島開発 

 コメ増産のための第一次ア

ンブレラ協力（1981-85） 

 畜産・水産分野への協力

出所：JICA 調査団 

ジャワ島での食料増産への協力 

1960 年代末から 70 年代の始めにかけて、ジャワ島の東部でトウモロコシ、西部で食料増産、中部で灌漑

パイロットの 3 つの技術協力、並びに研究協力プロジェクトが実施された。 

「東部ジャワとうもろこし開発協力（1967-74）65」は、日本への開発輸入を目的として始められたが、1973

年の食料の不作によりインドネシア政府がトウモロコシ輸出を禁止したため、地域農業開発による農民所

得の向上に目的を修正された。優良品種改良と普及を行い、地域経済に貢献した。「西部ジャワ食料増

産協力（1968-76）66」は、コメ増産による食料自給を目的として始められ、地域農業開発による農民生活

の向上に軌道修正した。西ジャワ州のチヘア地区で、農民集団指導により新品種や施肥防除技術の普

及・技術指導を行い、同地区での農家所得の向上に貢献した。終了後は、チヘヤセンターは種子センタ

                                                  
65 同協力は、第 1 期（1967-71）に引き続き 第 2 期（1971-74）にわたり実施された。 
66 同協力は、第 1 期（1968-71）に引き続き 第 2 期（1971-74）、延長期間（1974-76）にわたり実施された。 
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ーとして、普及技術訓練事業はチヘヤ地域農業訓練センターに発展的に継続されて、「農業中堅技術者

養成計画（1979-86）」として日本の技術協力を展開した。「タジュム地区農業開発協力（中部ジャワ）

（1971-76）67」は、稲作生産性向上による食料自給体制の確立を目的とし、中部ジャワ州タジュム灌漑整

備計画地区にパイロット地区を設置し、灌漑施設整備、適応試験、栽培技術、灌漑技術の普及、水管理、

栽培のための農民組織の育成、普及員などの組織化事業を実施した。「農業研究協力計画（1970-85）
68」は、無償資金協力で施設と機材を整備し、技術協力を行うパッケージ型の協力を実施した。前期

（1970-78）は、水稲に関する植物病理や生理を中心とした研究協力、後期（1978-85）は、豆類を中心と

した食用作物についての研究協力を実施した。水稲や豆類の研究成果は普及員などを通し、普及され、

生産量の増加に貢献した。 

外島開発への協力 

インドネシアの外島開発政策に沿って、外島開発への協力が行われた。スマトラ島の「ランポン農業開発

計画（1972-82）」では、稲作地帯と畑作地帯で、改良農業技術が普及され、ランポン州の食用作物生産

が飛躍的に増加し、農家所得が向上した。続いて、スラウェシ島で「南スラウェシ農業開発計画

（1976-82）」が実施され、スラウェシへの協力の第一歩となった。また、東部ジャワ州やスマトラ島を中心と

して、灌漑面積の拡大に協力し、カリマンタンやスラウェシ島にも協力の範囲を拡大した。 

包括的なコメ増産のための第一次アンブレラ協力（1981-85） 

集約化がすすみ増産してくると、それに伴う問題が発生してきた。特に深刻であったのが、病害虫被害で

あり、1970 年代にトビイロウンカによる被害が続いた。これに対し、病害虫防除などの作物保護による生産

性向上や、収穫後処理技術向上など歩留まり向上の手段を組み合せた、コメ増産のための第一次アンブ

レラ協力（1981-85）を実施した。これは、コメ増産のための様々な分野に対して、技術協力や資金協力を

組み合せた包括的協力である。結果として、1979-82 年に飛躍的に収量が増加し、1984 年にコメの自給

を達成した。 

                                                  
67 同協力は、第 1 期（1967-74）に引き続き 延長期間（1974-76）にわたり実施された。 

68 同協力は、第 1 期（1970-78）に引き続き 延長期間（1979-85）にわたり実施された。 
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コメ増産のための第一次アンブレラ協力（1981-85） 

1981 年 1 月の鈴木総理のインドネシア訪問の際、食料増産をインドネシアへの協力の重点分野の一つとすることが決まり、

同年 7 月に、コメ増産協力に関する討議議事録（R/D）が締結され、5 年間にわたり実施された。 

分野は、1)優良種子の増殖配布、2)作物保護の強化、3)技術の地域実証と展示、4)灌漑・水管理、5)収穫後処理改善をプ

ログラムとして組み合せて実施された。対象地域は、アチェ、南スマトラ、ランプン、西ジャワ、中部ジャワ、東ジャワ、南カリ

マンタン、南スラウェシの 8 州である。協力は以下の包括的パッケージからなる。 

 

プログラム プロジェクト 

1）優良種子

の 増 殖 配

布 ： 単 収 の

増加 

D 稲種子生産・配布計画 1982：種子の処理配布の計画策定 

L 稲種子生産・配布事業 1984：種子処理セクターの設置（11 箇所） 

G 食糧増産援助 1981：種子検定所への機材供与；同 1982：種子処理施設の充実（3 箇所）；同 1983：種子

処理施設、種子検定所、種子農場、中央種子低温貯蔵所への機材供与；同 1985：種子処理センターへ

の機材供与 

T 専門家派遣（1 名 2 年間） 

T 研修員受け入れ（4 名） 

2）作物保護

の 強 化 ： 病

虫害被害の

軽減 

T 作物保護強化計画 1980-87：発生実験所・観察所の強化 

D 稲病虫害発生予察防除計画 1982：作物保護施設の全国ネットワーク計画策定 

G 稲病害虫発生予察防除計画 1984：病害虫防除のための機材と農薬の供与 

G 稲病害虫発生予察防除計画（1/3）1985、同（2/3）1986、同（3/3）1987：発生予察センターの建設 

G 食糧増産援助 1982, 1984, 1985：機材と農薬の供与 

T 専門家派遣（長期 7 名、短期 15 名） 

T 研修員受け入れ（1981: 6 名、1982: 4 名、1983: 7 名、1984:5 名） 

3）技術の地

域実証普及 

T 長期調査員、事前調査団派遣 

4 ） 灌 漑 開

発：水稲栽

培面積の拡

大 

DK-C-C 地区潅漑開発計画（北バンテン灌漑開発計画）1982-83：マスタープラン策定 

D 南カリマンタン州ネガラ河下流域写真図作成計画 1983：写真図化 

D ビラ潅漑開発計画 1981； L ビラ潅漑事業（E/S）1984 

D コメリン川上流農業開発計画 1979-82； L コメリン上流潅漑（E/S）1983 

D ランケメ潅漑開発計画 1980-81； L ランケメ潅漑事業（E/S）1982； L ランケメ潅漑事業 1985 

L アッチェ河灌漑事業（E/S）1982 

D リアムカナン潅漑計画 1978-79； L リアムカナン潅漑（E/S）1979； L リアムカナン潅漑 1983 

G 食糧増産援助 1983：東ジャワ州の地下水開発；同 1984：南スマトラ、ランプン、南カリマンタンの湿地帯

改良機材 

T 専門家派遣（21 名） 

T 研修員受け入れ（1981: 10 名、1982: 7 名、1983: 6 名） 

5）収穫後処

理・加工改

善：量的・質

的被害の軽

減 

D 米穀収穫後処理法改善計画 1981-82：収穫後損失の改善方法調査 

G 食料増産援助 1981:KUD へ収穫前（トラクター）、収穫後（精米機）機材供与；同 1983:KUD へ収穫後

（精米機）機材供与；同 1984:KUD へ収穫後（精米機）機材供与, 精米施設供与；同 1985:KUD へ収穫後

（精米機）機材供与, 精米施設供与 

L 米穀収穫改善（農業機械拡充事業）1984：収穫後処理施設の購入とコンサルタンシーサービス 

T 研修員受け入れ（1981: 4 名、1982: 3 名、1983: 2 名、1984:2 名） 

6）その他 

農業機械化：G 適正農業機械技術開発センター建設計画 1985； T 適性農業機械技術開発センター計

画 1987-92 

水管理：G 食料増産援助 1984:地域灌漑開発のための機材供与 

総合調整：T 専門家派遣（1 名）：総合調整アドバイザー 

注：D:開発調査、T:技術協力、G:無償資金協力、L：円借款 

作物保護分野では、技術協力、開発調査、無償資金協力のパッケージで協力が実施された。技術協力の「作物保護強化

計画（1980-87）」は、コメ生産の阻害要因である稲病害虫の発生予察と防除指導体制を確立することを目的とした。被害の

大きかったトビイロウンカに対し、発生予察と新防除法が確立され、被害を未然に防ぐことができた。カウンターパートのレ

ベルは向上し、総合的病害虫管理（IPM）研修および第三国研修により実技指導を実施している。作物保護技術は、農家

まで普及されてコメ生産増大に貢献した。 
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出所：FAO 他 

図表 12-10 コメの種子生産の推移 

優良種子生産配布も、優良種子の生産と配布により単収を高めるための重要なプログラムであった。開発調査の後、無償

資金協力、円借款で生産配布ネットワークが強化された。種子生産量増加のピークが、1970 年代の前半と 1980 年代の前

半の 2 回ある。 初のピークは、西部ジャワ食糧増産協力などのプロジェクトが実施された時期と重なる。2 番目のピークは、

コメの単収および生産量が大幅に増加した時期であり、第一次アンブレラ協力の実施された時期に一致し、アンブレラ協

力の貢献度がうかがわれる。 

その他、人材育成への協力として、1977 年から、パッケージ型の協力としてボゴール農科大学への協力

を始め、これは 1990 年代まで継続された。 初の「ボゴール農科大学農産加工計画（1977-84）」での農

産加工プラント設置と農業工学関連の技術協力、研究機材（無償資金協力、1983）と拡充計画（無償資

金協力、施設 1984）での施設と機材の整備、1989, 1994 年の円借款で農学部の施設建設、1996 年の無

償資金協力の機材供与と続けられた。更に、「ボゴール農科大学大学院計画（1988-93）」での技術協力、

アフリカに対する第三国研修(1998-2000)も実施している。また、ボゴール農科大学はインドネシアの農学

系の大学の中心となり、地方の大学農学部の強化にも貢献している。 

畜産、水産分野への協力 

農業部門以外でも協力が開始された。水産分野では、漁港建設の協力が始まった。アチェ、バリに続き、

ジャカルタで漁港建設が行われた。ジャカルタ漁港は、2000 年代まで断続的にリハビリなどが行われてい

る。養殖への協力も「浅海養殖開発計画（1978-86）」が行われ、養殖に携わる人材の基礎を作った。畜産

分野でも家畜衛生分野への協力が開始された。 
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